
議案第 １ 号 

名張市教育委員会事務局組織及び処務規則の一部を改正する 

規則の制定について

名張市教育委員会事務局組織及び処務規則（平成１５年教育委員会規則第

１号）の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。

平成３１年 １月１０日提出 

   名張市教育委員会 

                                          教育長  上  島  和  久 
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   名張市教育委員会事務局組織及び処務規則の一部を改正する規則の制定について 

１．改正理由 

  平成３３年に開催される「第７６回国民体育大会（三重とこわか国体）」等に向けた

諸準備を計画的かつ着実に推進し、市民総ぐるみで大会運営に取り組むために行う組織

機構の一部見直しに必要となる所要の改正を行う。 

２．改正内容 

 「国体準備室」を「国体推進室」に改称する。 

３．施行期日 

  平成３１年４月１日から施行する。 
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   名張市教育委員会事務局組織及び処務規則の一部を改正する規則 

 名張市教育委員会事務局組織及び処務規則（平成１５年教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条及び別表中「国体準備室」を「国体推進室」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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名張市教育委員会事務局組織及び処務規則の一部を改正する教育委員会規則新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２条（略）  第１条～第２条（略）  

（室の設置） （室の設置） 

第３条 法第17条第２項の規定により事務局に次

の室を置く。 

第３条 法第17条第２項の規定により事務局に次

の室を置く。 

教育総務室 教育総務室 

学校教育室 学校教育室 

教育センター 教育センター 

文化生涯学習室 文化生涯学習室 

市民スポーツ室 市民スポーツ室 

国体推進室 国体準備室 

第４条～第３２条（略）  第４条～第３２条（略） 

附 則 附 則 

（略） （略） 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

室 事務分掌 室 事務分掌 

（略） （略） （略） （略） 

国体推

進室 

１ 第76回国民体育大会の開催に

関すること。 

国体準

備室 

１ 第76回国民体育大会の開催に

関すること。 

２ 第21回全国障害者スポーツ大

会の開催に関すること。 

２ 第21回全国障害者スポーツ大

会の開催に関すること。 
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